
第Ⅳ章_扉  Page 1 21/01/29 10:40  v3.60

 

 

 

Ⅳ 指     針 

 

 

 

 

 

 

 

  

の前199



第Ⅳ章_199-222  Page 1 21/01/29 10:44  v3.60

（雑 則） 
第８条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会

に諮って定める。 
 

附 則 
（施行期日） 

１ この条例は、平成 12 年６月１日から施行する。 

（東京都大規模小売店舗審議会条例の廃止） 

２ 東京都大規模小売店舗審議会条例（昭和 54 年東京都条例第 17 号）は、廃止する。 

（東京都大規模小売店舗審議会条例の廃止に伴う経過措置） 

３ 大規模小売店舗立地法附則第４条の規定により、なお従前の例によるものとされた同

法附則第２条の規定による廃止前の大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整

に関する法律（昭和 48 年法律第 109 号）第５条第１項又は第６条第１項若しくは第２

項の規定による届出又は届出に係る事項の変更に関して行う調査審議については、なお

従前の例による。 
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